
令和５年２月１６日 

港湾空港局整備課 

災害時において作業船を用いて行う支援協力に関する協定 

 

１ 締結式 

(1) 日 時   令和５年２月１６日（木）１１：２０ ～ 

 

 (2) 場 所   北九州市本庁舎 ５階 プレゼンテーションルーム  

 

(3) 出席者   北九州市長  北 橋 健 治 

 

株式会社 白 海
しらかい

  会   長  上野
うえの

 世志史
よしふみ

 

代表取締役  石 橋
いしばし

 敬
けい

 

 

(4) 次 第   ① 北橋市長からの挨拶と協定締結の説明 

② 上野会長からの挨拶と取組内容の説明 

③ 協定書署名（北橋市長・石橋代表取締役） 

④ 写真撮影 

⑤ 質疑応答 

 

２ 協定の概要 

北九州市内で地震等の大規模災害が発生した場合において、しゅんせつ工事に 

使用する作業船「グラブしゅんせつ船」を活用して、陸上からの交通が遮断されて

いるような被災地への海からの支援物資の輸送、被災された方への給水、食事の提

供、入浴支援などを行うほか、ボランティア等の待機場所、宿泊場所など応急対応

活動の拠点として活用することを主な目的とする。 

（別添１「災害時において作業船を用いて行う支援協力に関する協定書」のとおり） 

 

３ 対象となる作業船 

「グラブしゅんせつ船 APOLLO18」 

（作業船の概要については、別添 2「パンフレット」をご参照ください。） 



北九州市、株式会社白海との 

「災害時において作業船を用いて行う支援協力に関する協定」 

締 結 式 

 

日時：令和 5 年 2 月 16 日（木） 11:20 ～ 11:50 

場所：本庁舎５階 プレゼンルーム 

 

 

 

 

㈱白海 

会長 

上野
うえの

 世
よ

志史
しふみ

 

港湾空港局長 

佐
さ

溝
みぞ

 圭太郎
け い た ろ う

 

 

北九州市長 

北 橋
きたはし

 健
けん

治
じ

 

㈱白海 

代表取締役 

石 橋
いしばし

 敬
けい

 
出
入
口

記者席

司会者 バックパネル 



災害時において作業船を用いて行う支援協力に関する協定書 

 

北九州市（以下「甲」という。）と株式会社白海（以下「乙」という。）は、北九州市内において、

大規模な、地震、風水害、その他の災害が発生した場合（以下「災害時」という。）において、乙

が所有する作業船を用いて行う支援協力に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時において、甲が乙の協力を得て、迅速かつ円滑な応急対策活動を行うた

め、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（業務内容） 

第２条 災害時において、この協定により甲が乙に対し協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）被災地への支援物資の輸送業務 

（２）被災された方への給水、入浴、食事の提供などの支援業務 

（３）災害時の応急対策に必要な要員、ボランティア等の待機場所、宿泊場所の提供 

（４）その他作業船による支援業務 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において、応急対策のため必要があると認めるときは、乙に対し、前条に掲

げる業務を要請するものとする。 

２ 前項の規定による要請は、別に定める協力要請書により行うものとする。ただし、緊急を要す

る場合であって、事前に協力要請書を提出することができないときは、口頭により要請し、その

後、速やかに協力要請書を送付するものとする。 

 

（協力の承諾等） 

第４条 乙は、前条第１項に規定する要請を受けたときは、第２条に掲げる業務について、可能な

限りこれに応じるものとする。また、要請に応じるときは、速やかに協力を行うものとする。 

 

（業務の報告） 

第５条 乙は、前条に基づく業務を実施した場合は、別に定める業務報告書により、その業務内容

を甲に報告するものとする。 

 

（費用の負担） 

第６条 第２条に規定する業務に要する費用については、次のとおりとする。 

（１）作業船の航行及び作業船の設備の稼働に要する燃料費、人件費等の費用は、乙の負担とする。 

（２）前号に掲げる費用を除き、この協定に基づき実施する業務に要する消耗品、食糧品、クリー

ニング等に要する費用については、甲の負担とする。 

２ 前項に規定する費用は、甲乙協議して決定するものとする。 

 

（費用の請求） 

第７条 乙は、業務の終了後、前条に規定する費用について甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、内容を確認し、その費用を乙に支払うものとする。 

 

 （人員の配置） 

第８条 作業船の航行及び作業船の設備を稼働するために必要な人員は、乙が配置する。 

２ 前項の規定により配置される人員を除き、この協定に基づき実施する業務に必要な人員は、甲

が配置する。 

 

（相互の連絡） 

第９条 甲及び乙は、この協定に基づく協力が円滑に行われるように、甲においては港湾空港局港

湾整備部整備課長を、乙においては企画管理部長を連絡責任者とする。 

 

 （事故等に係る責任） 

第１０条 第２条に規定する業務の実施に伴い、第三者に損害を及ぼした場合、乙がその責任を負

うものとする。ただし、甲の責めに帰すべき事由により生じたものについては、甲がその責任を

負うものとする。 

２ 甲乙双方の責めに帰すことができない事由により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙は、そ

の事実の発生後、遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置については、甲、乙協議

して定めるものとする。 

 

 （損害の負担） 

第１１条 第２条に規定する業務の実施に伴い、乙の作業船の設備に損害が生じたときは、乙は、

その事実の発生後遅滞なくその状況を書面により甲に報告し、その処置については、甲、乙協議

して定めるものとする。 

 

（守秘義務） 

第１２条 乙は、第２条に規定する業務を行う場合において知り得た個人情報その他の情報を、甲

以外の者に漏らしてはならない。 

 

（有効期間） 

第１３条 この協定の有効期間は、協定締結の日から１年間とする。ただし、期間満了の１か月前

までに、甲又は乙から別段の申出がない場合は、引き続き１年間を有効とし、以降も同様とする。 

 

（協議） 

第１４条 この協定の実施に関し必要な事項は、甲乙協議の上、定めるものとする。また、この協

定に定めのない事項及びこの協定に関して疑義が生じたときは、その都度協議して定めるものと

する。 

 

（実施細目） 

第１５条 この協定の実施に関する手続き等の細目については、別に定める。 

 

本協定の締結を証するため、本協定書２通を作成し、甲乙記名の上、各１通を保有する。 

 

令和５年２月１６日 

 

           甲  北九州市 
 

              北九州市長     

 

           乙  北九州市若松区響町三丁目１番３３号 
 

              株式会社 白海 

              代表取締役      
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